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テレビせとうち株式会社からの追加意見の概要 
 

対象となる有線テレビジョン放送事業者
有線テレビジョン放送法第１３条第２項本文の同

意しない理由 

１ 日本海ケーブルネットワーク株式会

社、株式会社鳥取テレトピア、株

式会社中海テレビ放送、鳥取中央

有線放送株式会社、山陰ケーブル

ビジョン株式会社、出雲ケーブルビ

ジョン株式会社、三原テレビ放送株

式会社及び株式会社東広島ケー

ブルメディアからの裁定申請について

平成 19 年 8 月 9 日、広島県尾道・三原地区

に免許された株式会社テレビ新広島のデジタル放

送（２３ＣＨ）により、当該地区において、テレビせと

うち株式会社（以下「ＴＳＣ」という。）のアナログ放

送（２３ＣＨ）との混信が発生し、ＴＳＣの放送を受

信していた視聴者が受信できない状況。 

本障害は、国の周波数変更対策上、広島県

の放送事業者とは異なる広島県外波によるもの

であり、一般視聴者からの受信障害報告を受け

ても、視聴者保護の対象とはされていないため、

同一地区の申請者によるＴＳＣのアナログ放送の

区域外再送信を認めることは、一般視聴者の理

解を得られない。 

 

２ 尾道ケーブルテレビ株式会社からの

裁定申請について 

 

平成 19 年 8 月 9 日から、広島県三原中継局

より株式会社テレビ新広島のデジタル放送（２３Ｃ

Ｈ）が開始され、この頃より、広島県尾道市でＴＳ

Ｃが金甲山から送信しているアナログ放送（２３Ｃ

Ｈ）を受信している視聴者から、受信障害の報告

がＴＳＣに入りはじめ、8月24日には、申請者の加

入者から、ＴＳＣの放送が綺麗に見られなくなった

との苦情が寄せられた。 

以上から、当該地区で同一チャンネルによるデ

ジタル波とアナログ波の混信の発生が明らかであ

り、申請者の受信点でもＴＳＣの放送受信が出来

ない状況。 

この状況は、放送サービスの品質が適正でない

ことを表し、同意しないことの正当な理由（第 104

回国会・衆議院・逓信委員会における５つの基

準）に当たると考える。以上から申請者に再送信

を認めることに問題がある。 

本障害は、国の周波数変更対策上、広島県

外波によるものであり、視聴者保護の対象外とな

っている。こうした方針を一般受信者に説明してい

る一方で、同一地区の有線テレビジョン放送事業

者の見えなくなった放送の区域外再送信を認める

ことは、一般視聴者の理解を得られるだろうか。以

上からも再送信を認めることに問題がある。 
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